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岡
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東
北
大
学
に
お
け
る
有
期
雇
用
者
の
雇
止
め
に
関
す
る
質
問
主
意
書

厚
生
労
働
省
に
対
し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

現
在
、
東
北
大
学
に
お
い
て
、
「
五
年
以
上
継
続
し
て
雇
用
さ
れ
た
有
期
雇
用
者
の
無
期
雇
用
へ
の
転
換
」
に
関
し
て
問

題
が
生
じ
、
労
使
間
の
対
立
へ
と
発
展
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
厚
生
労
働
省
か
ら
東
北
大
学
に
、
改
善
指
導

が
複
数
回
な
さ
れ
た
と
聞
く
。
そ
の
指
導
が
な
さ
れ
た
日
付
と
内
容
を
開
示
し
て
頂
き
た
い
。

二

東
北
大
学
に
お
い
て
は
、
「
限
定
正
職
員
」
と
い
う
独
自
の
制
度
を
設
け
、
一
に
記
述
し
た
有
期
雇
用
者
の
無
期
雇
用
対

策
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
二
〇
一
七
年
十
一
月
の
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
労
働
基
準
局
長
が
、

「
限
定
正
職
員
」
制
度
は
、
一
に
記
述
し
た
有
期
雇
用
者
の
無
期
雇
用
対
策
に
は
な
ら
な
い
旨
の
答
弁
を
し
た
と
聞
く
が
、

そ
の
通
り
か
。

三

二
に
お
け
る
限
定
正
職
員
制
度
が
、
無
期
雇
用
対
策
に
当
た
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
東
北
大
学
は
、
改
正
労
働
契
約
法
第
十

八
条
に
基
づ
く
一
に
記
述
し
た
有
期
雇
用
者
に
対
す
る
無
期
雇
用
対
策
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
厚
生
労
働
省
の

見
解
は
、
如
何
に
。

四

東
北
大
学
に
お
い
て
は
、
一
に
記
述
し
た
有
期
雇
用
者
の
無
期
転
換
を
避
け
る
目
的
で
、
六
か
月
間
の
ク
ー
リ
ン
グ
期
間

一



を
設
け
た
後
の
有
期
雇
用
と
し
て
の
再
雇
用
が
実
質
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
東
北
大
学
執
行
部
は
、
ク
ー

リ
ン
グ
期
間
を
定
め
た
再
雇
用
は
行
っ
て
い
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
実
態
に
関
す
る
厚
生
労
働
省
の
見
解

は
、
如
何
に
。

右
質
問
す
る
。

二


